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令和 8年度食鳥処理衛生管理者資格取得講習会 

受講希望者に関する調査について(依頼) 

 

当協会の事業運営に関しましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律第 12 条 5 項第 4 号に基

づく食鳥処理衛生管理者の資格取得講習会につきましては、関係団体との共催により

平成 3 年度より開催してまいりました。本年度の開催の検討にあたり、受講希望者数

を把握したく調査をさせていただきたいと存じます。 

つきましては、ご繁忙のところ誠に恐縮ではございますが、各都道府県市及び保健

所の食品衛生担当部局と連携をお図りいただき(別添写し)、貴協会管内の食鳥処理衛

生管理者の設置が必要な施設に情報提供いただき、令和 8 年 7 月 14 日(火)までに、

受講希望者から直接、当協会ホームページ等によりご回答いただきますよう、お取り

計らいのほどお願い申し上げます。 

当協会ホームページ：https://www.n-shokuei.jp/news/2026/kousyuu_chousa.html 

 

記 

【開催予定】 

（1）複合型（e ラーニングとライブ配信併用での開催） 

 開催日程：e ラーニング 令和 8 年 12 月～令和 9 年 1 月 

 最終研修：令和 9 年 1 月中の 1 日間（ライブ配信） 

（2）集合型（実施しない場合があります） 

  開催日程：令和 9 年 1～2 月中の連続 4 日間 

  会  場：未定（令和 7 年度は東京都台東区にて実施） 

 

以  上 

（担当：公益事業部） 
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